
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
税　

務　

課
）　

　

四

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の

　

実
施 

七

 
収
用
委
員
会

〇
常
磐
自
動
車
道
真
庭
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

七

〇
常
磐
自
動
車
道
真
庭
事
件
審
理
の
開
始 

八

〇
常
磐
自
動
車
道
真
庭
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

九

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

二　

指
定
理
由

（1）　 平成24年10月９日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2397号　　 
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宮 城 県
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宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

番

号
一二三四五六七八九十十

一
十
二

十
三

十
四

十
五

種　
　

類

コ
ミ
ッ
ク

　
雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

 
 
 
 
 
 
  

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

若
旦
那
、
ご
奉
仕
中

　

５
６
５
１
４－

４
６

恋
愛
熱
情
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン　

２
０
１
２　

１
１
月
号

　

０
９
６
５
７－

１
１

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

２
０
１
２　

１
１
月
号

　

１
９
６
２
５－

１
１

恋
愛
天
国
パ
ラ
ダ
イ
ス　

１
１
月
号

　

０
９
６
７
５－

１
１

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ　

１
０
月
号

　

０
８
４
９
３－

１
０

麗
人
Ｂ
ｒ
ａ
ｖ
ｏ
！　

２
０
１
２　

秋
号

　

０
９
６
１
４－

１
０

泣
け
る
！
！
波
乱
万
丈
女
の
劇
場

　

１
６
８
１
７－

１
１

サ
ム
ラ
イ
イ
ー
エ
ル
オ
ー　

１
１
月
号

　

１
４
１
７
１－

１
１

エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ク
ス
！　

２
０
１
２　

１
１

月
号

　

０
２
０
９
１－

１
１

山
崎
大
紀
の
本
当
に
あ
っ
た
Ｈ
な
話　

日
本
全
国
お
と

な
の
絶
品
美
女
め
ぐ
り

　

５
７
９
６
５－

１
３

恋
愛
ラ
ブ
マ
ッ
ク
ス　

２
０
１
２　

１
０
月
号

　

１
７
７
４
４－

１
０

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
シ
ュ
ガ
ー　

２
０
１
２　

１
１
月
号

　

１
８
４
２
５－

１
１

ウ
ワ
キ
な
彼
女
〜
ダ
メ
…
隣
に
聞
こ
え
ち
ゃ
う
編
〜

　

５
０
０
３
９－

１
９

漫
画
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

２
０
１
２　

１
１
月
号

　

１
８
４
２
１－

１
１

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

２
０
１
２　

１
１
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
１

発　
　

行　
　

所

㈱
オ
ー
ク
ラ
出
版

㈱
一
水
社

㈱
宙
出
版

㈱
竹
書
房

㈱
竹
書
房

㈱
竹
書
房

㈱
メ
デ
ィ
ア
ッ
ク
ス

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
パ
ブ
リ 

ッ
シ
ン
グ
㈱

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
水
社

㈱
少
年
画
報
社

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
鉄
人
社



　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
十
三
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
十
四
及
び
十
五
の

図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
及
び
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の 
涵 
養
か
ん

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2397号　平成24年10月９日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
一
〇
〇
五
八

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
五
二

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
六
〇

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
七
八

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
八
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー　

み
ん
な
の
夢

広
場
石
巻
市
鹿
妻
南
一
丁
目

十
六－

十
七

高
松
園

気
仙
沼
市
唐
桑
町
浦
百

九
十
五

第
二
高
松
園

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越

三
百
六
十
六
番
地
五

夢
の
森

気
仙
沼
市
赤
岩
大
滝
二

－

一
身
体
障
害
者
短
期
入
所

事
業
只
越
荘

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越

三
百
四
十
六
番
地
十
七

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型短
期
入
所

短
期
入
所

短
期
入
所

短
期
入
所

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

夢
み
の
里

社
会
福
祉
法
人

洗
心
会

社
会
福
祉
法
人

洗
心
会

社
会
福
祉
法
人

洗
心
会

社
会
福
祉
法
人

憲
心
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日



 

 

（3）　 平成24年10月９日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2397号　　 

区
域
の
名
称

�
峰
沢

鹿
込
沢
１

下
大
土
沢
１

早
坂
沢
１

岸貴
船
前
２

上
沼
沢
３

鷹
ノ
巣

坪
坂
下

川
口

川
口

川
口

川
内

原
山

原
山

菅
原

菅
原

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

区　

域　

の　

所　

在　

地

栗
原
市
栗
駒
文
字�
峰
、
同
市
栗
駒
文
字�

峰
前
、
同
市
栗
駒
文
字�
橋
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
鹿
込
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
上
大
土
、
同
市
一
迫
字
西
沢

（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
早
坂
、
同
市
鶯
沢
北
郷
境

塚
、
同
市
鶯
沢
北
郷
若
宮
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
台
下
、
同
市
鶯
沢
北
郷
朴

洞
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
有
壁
狼
ノ
掛
、
同
市
金
成
有
壁

貴
船
前
、
同
市
金
成
有
壁
有
壁
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

栗
原
市
花
山
草
木
沢
角
間
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
栗
駒
文
字
鷹
ノ
巣
、
同
市
栗
駒
文
字

下
川
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
文
字
坪
坂
下
、
同
市
栗
駒
文
字

鷹
ノ
巣
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
川
口
日
影
、
同
市
一
迫
字
川

口
清
水
田
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
川
口
中
町
、
同
市
一
迫
字
川

口
日
影
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
川
口
新
町
、
同
市
一
迫
字
川

口
中
町
、
同
市
一
迫
字
川
口
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
川
内
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
柳
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
柳
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
早
坂（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
早
坂（
次
の
図
の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事

務
所

菅
原

菅
原

荒
町

倉
沢
の
２

桐
木
沢
の
２

中
山
日
向

荒
砥
沢

大
東
の
１

大
東
の
２

久
保
田

上
新
反
田

根
岸
の
３

根
岸
の
４

大
久
保
沢
の

４山
ノ
神
の
２

山
ノ
神
の
２

山
ノ
神
の
２

山
根
の
２

蔵
本
沢
の
２

普
賢
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
早
坂（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
早
坂（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
荒
町（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
若
柳
有
賀
字
倉
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
栗
駒
松
倉
小
深
田
平
、
同
市
栗
駒

岩
ヶ
崎
岩
倉
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
栗
駒
文
字
中
山
日
向
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
栗
駒
文
字
山
下（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
大
川
口
大
東
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
大
川
口
大
東
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
一
迫
字
宮
前
、同
市
一
迫
字
松
の
木
、

同
市
一
迫
字
飯
の
森
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
上
新
反
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
金
成
姉
歯
根
岸（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
姉
歯
根
岸（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
大
久
保
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
小
迫
山
神（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
小
迫
山
神（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
小
迫
山
神（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
津
久
毛
岩
崎
山
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
金
成
津
久
毛
平
形
蔵
本
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

栗
原
市
金
成
普
賢
堂
普
賢
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
坂
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　

就
任
し
た
者

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
次
期
税
務
シ
ス
テ
ム
業
務
端
末
等
機
器
類
賃
貸
借
等
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項
等

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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上
吉
目
木

日
向
田
の
２

角
間

角
間

佐
中

金
沢

金
沢

金
沢

浅
松
沢

滝
ノ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

栗
原
市
金
成
片
馬
合
上
吉
目
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

栗
原
市
金
成
日
向
田
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
角
間
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
角
間
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
花
山
字
本
沢
佐
中
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
花
山
字
本
沢
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
花
山
字
本
沢
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
花
山
字
本
沢
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
築
館
字
照
越
浅
松
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
原
市
花
山
字
本
沢
滝
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

貴
船
前
１

上
沼
沢
４

根
岸
の
４

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

栗
原
市
金
成
有
壁
狼
ノ
掛
、
同
市
金
成
有
壁

貴
船
前
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
花
山
草
木
沢
角
間
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
金
成
姉
歯
根
岸（
次
の
図
の
と
お
り
）

区
域
の
名
称

北
沢
向
沢

紙
漉
沢
２

狼
ノ
掛
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
北
沢
向
、
同
市
鶯
沢
南
郷

荒
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

栗
原
市
鶯
沢
北
郷
紙
漉
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

栗
原
市
金
成
有
壁
狼
ノ
掛
（
次
の
図
の
と
お

り
）

縦　

覧　

場　

所

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地

域
事
務
所

就

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

氏　
　
　

名

小

山

智

正

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

栗
原
市
一
迫
字
上
川
原
四
十
七
番
地

役
職
名

理　

事



１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

公
告
の
日
か
ら
落
札
決
定
の
日
ま
で
の
間
に
、
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
要

領
に
基
づ
く
資
格
制
限
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の

決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な

さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使

用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為

と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

仕
様
書
に
示
す
要
件
を
満
た
し
た
納
入
機
器
等
の
仕
様
等
を
入
札
説
明
書
で
定
め
る
期
日
ま
で
に
県
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

９　

仕
様
書
で
定
め
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
の
サ
ポ
ー
ト
レ
ベ
ル
を
満
た
す
こ
と
。

　
　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
。

10

　
　
�
　

Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｑ　

２
７
０
０
１
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ　

２
７
０
０
１
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
�
　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
の
認
定
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

業
務
を
共
同
連
帯
し
て
受
託
す
る
た
め
二
以
上
の
者
を
構
成
員
と
し
て
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
（
以
下
「
企

11
業
連
合
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

�
　

す
べ
て
の
構
成
員
が
１
か
ら
７
ま
で
の
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
構
成
員
の
い
ず
れ

か
が
９
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
協
定
書
又
は
委
任
状
等
に
よ
り
企
業
連
合
の
代
表
と
し
て

指
定
さ
れ
た
構
成
員
（
以
下
「
代
表
構
成
員
」
と
い
う
。）
は
８
及
び　

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

10

�
　

構
成
員
が
他
の
企
業
連
合
の
構
成
員
と
し
て
、
又
は
単
独
に
よ
り
本
入
札
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九

八
〇－
八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十

四
年
十
一
月
十
二
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

�
　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
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は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手

続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お

け
る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�
　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
総
務
部
税
務
課
シ
ス
テ
ム

開
発
班
（
担
当　

柴
田　

翔　

電
話
〇
二
二－
二
一
一－

二
三
二
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平

成
二
十
四
年
十
月
三
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

現
場
説
明
会　

行
わ
な
い
。

　

５　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

イ　

入
札
の
期
間　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日（
金
）午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日（
火
）

午
後
五
時
ま
で

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

イ　

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
。
郵
送
に
当
た
っ
て
は
、
調
達

案
件
名
及
び
開
札
日
を
中
封
筒
に
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
外
封
筒
に
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留

郵
便
に
て
２
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
い
か
な
る
事
由
が

あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

ロ　

持
参
の
場
合
は
、
７
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

７　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
二
時

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
六
階
六
一
一
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
四
５
の
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
の
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額

を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予

定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

９　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行

令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
複
数
年
度
に
亘
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う

も
の
で
あ
っ
て
、こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
、

契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　
　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

10
　
　

詳
細
は
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

11
七　

概
要
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公
安
委
員
会

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

（7）　 平成24年10月９日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2397号　　 

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
143号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
42条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
24年

10月
９
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
講
習
実
施
期
日

　
平
成
24年

11月
19日

（
月
）
か
ら
同
月
22日

（
木
）
ま
で
の
４
日
間
（
11月

19日
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後

４
時
50分

ま
で
、
20日

及
び
21日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
22日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午

後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
１
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
事
前
申
込
み

　
�
　
受
付
専
用
電
話

　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受

け
付
け
る
。（
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
勤
務
先
等
を
聴
取
）

　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
�
　
受
付
期
間

　
平
成
24年

10月
23日

（
火
）
か
ら
同
月
29日

（
月
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
10月

23日
か
ら

28日
ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
29日

の
み
午
後
３
時
ま
で
）。

　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

５
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
24年

10月
30日

（
火
）
か
ら
同
年
11月

５
日
（
月
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
毎
日
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
事
前
申
込
み
の
際
に
申
込
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全

課
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状
　
１
通

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
68の

項
に
基
づ
き
、

38,000円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184・

3185）



決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮　
城　
県　
収　
用　
委　
員　
会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

二　

事
業
の
種
類　

高
速
自
動
車
国
道
常
磐
自
動
車
道
新
設
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字
新
田

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

登
記
名
義
人
故
佐
藤
耕
助
の
相
続
人
で
、
持
分
は
、
遺
言
状
と
法
定
相
続
分
に
よ
る
。

　
　

持
分
八
一
分
の
六

W
oodrow

T
oshio

S
at

　
　
　
 
      
  
       
  o  

11029
O
rleans

R
iver
C
t.
R
ancho

C
o

　
　
　
       
        
      
    
       
 rdova,

C
A
95670-2827

U
S

        
 
             
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

M
innie

M
ine
D
oolittl

　
　
　
 
       
     
       e  

324
Lucinda

S
t.
S
cotts

V
alley,

C
A

　
　
　
             
    
       
        
 

95066
U
S

        
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

M
ay
M
iyoko

B
ir

　
　
　
 
    
       
  o  

2535
Ivanhoe

D
r.,
Los
A
ngeles,

C
A

　
　
　
              
         
         
 

90039-3212
U
S

             
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

K
iyo
S
ato
G
oodfade

　
　
　
 
     
     
       r  

316
R
idgem

ont
R
d.,
E
lP
aso,

T
X
79

　
　
　
     
     
     
     
   
      
 
   912-5331

U
S

          
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

R
obert

H
iroshiS

at

　
　
　
 
       
        
  o  

922A
18th

A
ve.,
H
onolulu,

H
I
9681

　
　
　
    
       
      
          
      6

U
S

   
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
三
三

E
sther

F
ukiko

K
in

　
　
　
 
       
       
  g  

1617
K
eeaum

oku
S
t.,
A
pt.
#804

H
on

　
　
　
      
     
     
     
          
  olulu,

H
I
96822

U
S

        
         
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
二

V
ictoria

A
kiko

S
alo

　
　
　
 
         
      
   m  

9022
S
W
123rd

C
t,
#O
-406,

M
iam
i,

　
　
　
      
 
        
     
       
   
   F

L
33186-4144

U
S

 
              
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
二

H
erbert

S
eijiK

aneshir

　
　
　
 
        
      
       o  

92-1299
U
ahanaiS

t.,
K
apolei,

H
I

　
　
　
         
        
     
         
  96707

U
S

       
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

K
aren

A
m
y
S
tree

　
　
　
 
      
 
   
    t  

128-A
P
okole

W
ay,
K
ailua,

H
I
9673

　
　
　
     
  
       
     
        
      4

U
S

   
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
六

S
ean
K
okichiO

'C
onno

　
　
　
 
     
        
  
    r  

13225
V
iolettes

Lock
R
d.,
D
arnest

　
　
　
       
               
     
      ow

n,
M
D
20874

U
S

  
    
 
        
 

A  

　
　

持
分
八
一
分
の
二

　
　
　

氏
名
及
び
住
所
不
明

Lillian
K
oko
K

　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人
故
佐
藤
耕
助
の
孫
で
あ
る
故          
     

aneshiro
H
ow
ard
M
asao

         
の
長
男
故  
  
     
     

S
um
ida

 
  
    
の
子

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
四
号

　

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
起
業
の
高
速
自
動
車
国
道
常
磐
自
動
車
道
新
設
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
常
磐
自

動
車
道
真
庭
事
件
）
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮　
城　
県　
収　
用　
委　
員　
会　
　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日
（
月
）
午
後
二
時
か
ら

二　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

九
階　

第
一
会
議
室

三　

審
理
事
項　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

第2397号　平成24年10月９日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

地　

番

一
番
三

一
番
四

地　
　
　

目

登
記
簿

山
林

山
林

現　

況

山
林

山
林

地　
　
　
　
　
　

積

登　

記　

簿

一
、
四
六
六

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
四
一
二

平
方
メ
ー
ト
ル

実　
　
　

測

一
、
四
六
六
・
一
五

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
四
〇
九
・
五
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と
す
る

面
積　
　
　
　
　
　

一
九
〇
・
二
六

平
方
メ
ー
ト
ル

九
七
五
・
四
五

平
方
メ
ー
ト
ル



〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
五
号

　

常
磐
自
動
車
道
真
庭
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日

 

宮　
城　
県　
収　
用　
委　
員　
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
日
付
け
宮
収
第
六
号　

審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

持
分
八
一
分
の
二

　
　

氏
名
及
び
住
所
不
明

Lillian
K
oko
K

　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人
故
佐
藤
耕
助
の
孫
で
あ
る
故          
     

aneshiro
H
ow
ard
M
asao

         
の
長
男
故  
  
     
     

S
um
ida

 
  
    
の
子
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